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14 青少年リーダーの組織化 

 

①施策の展開 青少年活動指導者の養成 課名 地域教育振興課 

②取組概要 

青少年リーダーを養成し、組織化を図ることにより、青少年の

健全育成を自ら行える団体を育成するための指導・支援に努め

る。 

③構成取組 

(1) 青少年リーダー育成事業 

(2) 放課後子ども教室(21)推進事業 

(3) 青少年健全育成推進事業 

(4) 子どもへの暴力防止プログラム実施事業 

(5) 青少年健全育成団体との協働 

 

④取組計画 

(1) 市内在住の小中高生を、社会体験、国際交流やキャンプ活

動等を通して次世代を担うリーダーとなるように養成する。ま

た、自分たちの特技やパフォーマンスを披露し、競いながら青

年交流を図る「青年祭」を企画し、開催する。 

(2) 小学校の校庭や体育館、教室を利用しての体験や遊び、ス

ポーツを行う機会を設ける。 

(3) 中学生の主張、デイキャンプ、天体観測などの体験活動、

子どもを守る市民集会、オアシス運動を青少年指導員会に委託

している。 

(4) 市立小学校３年生全員を対象に、子どもが関わる暴力を防

止するための教育プログラムを実施する。 

(5) 本市における青少年健全育成団体として、市域で活動して

いる「青少年指導員会」ならびに、「市子ども会育成連絡協議

会」に対して、青少年及び児童の健全育成を図るため事務支援

を行う。 
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⑤取組実績 

(1) 寝屋川リーダーズセミナー小学生クラブ(22)と寝屋川リーダ

ーズセミナー中高生クラブ(23)を開催し、社会体験や国際交流、

キャンプ活動を通してリーダー養成に努めた。また、「人の輪、

青少年のネットワークづくり」を目的に青年祭を開催し青少年

の交流を図ることができた。 

＜青少年リーダー育成事業参加状況＞ 

 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度

寝屋川リーダーズセミナー小学生クラブ 485 人 529 人 561 人 

寝屋川リーダーズセミナー中高生クラブ 163 人 339 人 493 人 

青少年交流事業 ― 
ﾁｬﾚﾝｼﾞ・

ｻﾞ・ﾄﾞﾐﾉ 
青年祭 

参加人数 ― 129 人 233 人 

総 人 数 ― 361 人 569 人 

 

(2) 放課後子ども教室推進事業は、24 小学校全てで放課後や週末

に子どもの安全で安心な居場所を確保し、地域の世代間交流・

異年齢交流の推進に努めた。 

＜放課後子ども教室推進事業参加状況＞ 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度

年間実施回数 2,549 回 2,674 回 2,097 回 

子ども 88,932 人 100,609 人 90,807 人 放課後子ども教

室延べ参加人数 ※大人 17,148 人 18,606 人 16,836 人 

計 106,080 人 119,215 人 107,643 人

 ※ 大人には、運営スタッフ等含む。 

 

(3) 青少年活動の積極的な促進と青少年の健全育成を図るため、

青少年指導員会と連携し、中学生の主張、子どもを守る市民集

会、青少年育成促進事業の推進を図った。 
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＜青少年健全育成事業参加状況＞ 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度

中学生の主張応募者数 2,752 人 2,403 人 2,084 人 

子どもを守る市民集会参加者数 883 人 944 人 833 人 

青少年育成促進事業参加者数 2,374 人 3,625 人 5,582 人 

 

(4) 子どもへの暴力防止プログラムでは、子どもが自分自身を守

るための方法や嫌なことにはノーという強さを持つこと、誘拐

等の行為に遭遇した場合の対処の仕方を学ぶ機会として、全公

立小学校３年生 64 クラスに提供した。 

(5) 各中学校区の青少年指導員会により、定期的に校区代表者会

議を開催し、各中学校区間の情報交換を行った。 

・  子ども会育成連絡協議会においては、新たにその運営方法や

事業内容を検討し、10 月にオータムフェスティバルを開催した。

 

⑥評価 

(1) 本市における青少年リーダー育成事業を推進するため、今

後、青少年リーダー養成事業、青少年交流事業を実施するとと

もに、青少年居場所づくり事業(24)を計画し、青年リーダーの組

織化に向けた方向性を示すことができた。また、自然体験セミ

ナーについては、青少年リーダー養成プログラムの中で実施す

ることとし、事業を統合することとした。 

(2) 放課後子ども教室でのプログラムの充実を図るために、各

小学校の実行委員会に積極的に情報提供することができた。今

後は、年２回程度の事業説明会及び情報交換の場を設定し、ス

ムーズな運営ができるよう努めていく。また、本事業を地域教

育協議会が受託している学校支援地域本部事業等との整合性

を図るとともに、地域協働協議会の動向を注視していく必要が

ある。 
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(3) 青少年健全育成推進事業では、各中学校区における青少年

育成促進事業において、参加者が大幅に増えており、今後も青

少年指導員会と連携して、次代を担う青少年の育成に努める必

要がある。 

(4) 子どもへの暴力防止プログラムについては、いじめ、虐待

等から自分自身を守るための方法や対処の仕方を学ぶ効果的

な学年として、引き続き小学校３年生を対象に機会を提供して

いく。 

(5) 青少年指導員会は、各中学校区を中心にオアシス運動や青

少年育成促進事業等に積極的に取り組んでいる。今後は、青少

年指導員の資質向上を図るための研修のあり方などが課題で

ある。指導員の選考方法については、小学校区の割合等を勘案

し、次回委嘱時（平成 26 年度）までに一定の方向性を検討す

る必要がある。 

・  子ども会育成連絡協議会については、現行の事務・事業及

び今後の子ども会の状況などを勘案し、さらに、方向性につい

て検討していく。 

 


